
被保険者各位

(公印省略)

公　　　　　　　告

平成２９年度　任意継続被保険者の標準報酬月額

次の通り平成２９年度任意継続被保険者の標準報酬月額上限が決定いたしましたので

これを公告します。

【任意継続被保険者の標準報酬月額上限】　　　４１０，０００円　　（現行通り）

　　平成28年9月30日における全被保険者の平均標準報酬　421,159円　による

【上記の適用期間】　平成２９年４月１日　～　平成３０年３月３１日　　　　　　　

　　平成29年4月分保険料より適用

（注）任意継続被保険者の保険料は①退職時の標準報酬月額②平均標準報酬月額（上記）

　　　①②いずれか低い方に保険料率をかけ算出し、負担割合は全額個人負担となります。

以　上
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